
 

兵庫県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する条例 

平成１９年３月２９日 

条例第１３号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項の規定

に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。 

（１週間の勤務時間） 

第２条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、１週間当たり３８時間４５分とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の

規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」という。）

の承認を受けた職員（同法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を

含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。）の１週間当たりの勤務時間は、当該承

認を受けた育児短時間勤務の内容（同条の規定による短時間勤務をすることとなった職

員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。）に

従い、任命権者が定める。 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）

とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育

児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの５日間におい

て週休日を設けることができる。 

 ２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間４５分の勤

務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、１週間ごと

の期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時間４５分を超えな

い範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

第３条の２ 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要の

ある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定

めることができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、４週

間ごとの期間につき８日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で当該育

児短時間勤務等の内容に従った週休日）を設けなければならない。ただし、職務の特殊

性又は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務

等の内容）により、４週間ごとの期間につき８日（育児短時間勤務職員等にあっては、

８日以上）の週休日を設けることが困難である職員については、４週間を超えない期間

につき１週間当たり１日以上の割合で週休日（育児短時間勤務職員等にあっては、４週

間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に

従った週休日）を設ける場合には、この限りでない。 

（休憩時間） 

第４条 任命権者は、１日の勤務時間が６時間を超える場合においては少なくとも４５分、

８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途

中に置かなければならない。 



 

（正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第５条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第２条から第３条

の２までに規定する勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）以外の時間において

職員に勤務をすることを命ずることができる。 

２ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務

に関し必要な事項は、規則で定める。 

（休日） 

第６条 職員は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（以下「祝日法による休日」という。）には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、

正規の勤務時間においても勤務することを要しない。１２月２９日から翌年の１月３日

までの日（祝日法による休日を除く。）についても、同様とする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２１年２月２５日条例第１号） 

 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年２月１６日条例第１号） 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年８月１７日条例第１０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和元年８月２６日条例第３号） 

 この条例は、令和元年９月１日から施行する。 

 

 


